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２０１６年度一般社団法人日本加工食品卸協会の低炭

素社会実行計画 評価・検証（２０１５年度実績）につい

ての調査票提出の内容骨子 

― 環境数値算定標準化協議会 ― 

（２０１５．４～２０１６．３） 

（提出先：農林水産省食品産業環境対策室） 

 

* 一般社団法人 日本加工食品卸協会の会員数    正会員   １１１社（平成２８年３月末現在） 

 

Ⅰ．温暖化対策（CO2排出抑制対策） 

１．業界報告概況 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・フォローアップに参加している会員卸数及び売上高（倉出売上高他） 

１０社 ９６，１０２億円（前年比１０４．２％） 

・フォローアップカバー数   正会員の９．０％（10社／１１１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分グループ本社・日本アクセス・日本酒類販売・マルイチ産商・三井食品・三菱

食品・ヤマエ久野） 

 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・フォローアップに参加している会員卸数及び使用面積（延床面積） 

１７社 ５，１７６，４４５㎡（前年比１１０．４％） 

・フォローアップカバー数   正会員の１５．３％（１７社／１１１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分関信越・国分グループ本社・国分首都圏・昭和・トーカン・日本アクセス・日本

酒類販売・藤徳産業・マルイチ産商・三井食品・三菱食品・山形丸魚・ヤマエ久野・ユアサ・フナショク） 

 

２．自主行動計画における目標 
 

「地球温暖化」について、加工食品業界における中間流通機能の担い手である我が業界、就中当

協会会員企業は、取引先との協力により、各企業活動に伴うエネルギー消費原単位を基準年度２０

１１年度に対し、２０２０年度においては事業所毎に９５％の水準にすることを目標とする。 

（特定荷主の輸配送・特定事業者の事業場の両部門で） 

 

３．目標達成のための取り組み 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・着荷主との取引慣行を見直し、配送頻度を変更 

事業活動 
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・最適物流拠点へ再配置して輸配送距離を短縮し、燃料使用量を低減化 

・配送委託先ドライバーに対するエコドライブの啓発・推進 

・車両単位の日々の運行実績を把握し、月次エネルギー使用量を自動計算化 

・ＡＳＰサービスの運行管理システムを委託物流会社に提供 

・共配事業を拡大推進し、業界全体で配送効率を高め CO2排出量の削減に努める 

・配送距離短縮・積載効率向上により、売上対比の燃費の向上を図る 

・幹線輸送業者との連携による往復荷の確保で空車率を改善 

・小売業への工場直送比率の増加 

・自動配車システムを導入し、配車最適化を図り車両台数を適正化し、配送距離の短縮化を図る 

・拠点完結型の配車から拠点横断型での車両を共有する方式に移行し、実車率の向上を図る 

 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・デマンド監視装置の設置による使用エネルギーの見える化の推進 

・窓ガラスへの遮光フィルムの導入 

・ＯＡ機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

・長時間離席時のパソコンの電源オフ 

・空調の効率運転、夏季、冬季の室温の設定の徹底化 

・クールビズ、ウォームビズの導入実施と扇風機・サーキュレーターを活用して設定温度の調整 

・太陽光発電パネルの装着と蓄電設備の導入 

・蛍光管の間引き 

・省エネ型冷凍機、製氷機への設備更新 

・ボイラーのエネルギー転換（Ａ重油⇒都市ガス） 

・屋根に遮熱塗料を導入実施 

・一定のデマンド値に近づいた場合には、社内での警告を発し、夏季のピークカットを行う 

・電気保安協会の定期検査時の対応を強化する 

・夏季冷房温度を２８℃、冬季暖房温度を２０℃に設定する 

 

４．エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の実績 

（１）特定荷主企業 １０社合計数値 
 

 
2011 年度 

（基準年度） 
2013 年度 2014 年度 2015 年度 

生産高（倉出売上高他:億円） 76,645 億円 89,198 億円 92,192 億円 96,102 億円 

エネルギー消費量（原油換算 kL） 151,015 kL 174,612 kL 180,494 kL 183,110 kL 

エネルギー消費原単位（原油換算/億円） 1.97 1.96 1.96 1.91 

CO2排出量（t-CO2） 400,961 463,543  479,493 486,474  

CO２排出原単位（t-CO2/億円） 5.23 5.20 5.20 5.06 
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（２）特定事業者企業 １７社合計数値 
 

 
2011 年度 
（基準年度） 

2013 年度 2014 年度 2015 年度 

使用面積 4,433,135 ㎡ 4,771,213 ㎡ 4,689,186 ㎡ 5,176,445 ㎡ 

エネルギー消費量（原油換算 kL） 138,528 kL 152,652 kL 143,988 kL 147,450 kL 

エネルギー消費原単位 
（原油換算/使用面積 100 ㎡） 

3.125 3.200 3.071 2.848 

調整前 CO2排出量（t-CO2） 233,882 336,333 327,878 323,407 

調整後 CO2排出量（t-CO2） 204,626 290,503 326,825 320,996 

調整前 CO2排出原単位（t-CO2/使用面積 100 ㎡） 5.276 7.049 6.992 6.248 

調整後 CO２排出原単位（t-CO2/使用面積 100 ㎡） 4.616 6.089 6.970 6.201 

 

５．２０１５年度のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量増減要因分析 

（１）特定荷主（輸配送部門） 

・２０１５年度における加工食品卸業界は、少子高齢化時代に直面し市場規模は縮小傾向となるも

上位集中化が進み、売上高は１０４.２％と増加した。必然的に車両台数も増加し、エネルギー消

費量も増加するも、原単位は配送合理化に取組み、基準年度を下回る。 

（２）特定事業者（事業場部門） 

・加工食品流通は、機能の高度化を目指した、フルライン物流の進展から温度帯管理の物流設備

の増強があり、エネルギー消費量は増加するも、２０１５年度は大手を主体に効率性の高い増床が

あり、エネルギー消費原単位は減少する。 

 

Ⅱ．廃棄物対策 

１．業界報告概況 

(1)食品リサイクル法定期報告対象事業者 

・フォローアップに参加している会員卸数及び売上高   ７社 ７，８６５，８９５百万円 

・フォローアップカバー数   正会員の６．３１％（７社／１１１社） 

（伊藤忠食品・加藤産業・国分グループ本社・日本アクセス・トーカン・三井食品・三菱食品） 

 

２．自主行動計画における目標 
 

事業所毎に発生する廃棄物の発生を抑制して、減量化し、一層の再資源化を進めて、排出物の削

減に努める。特に食品廃棄物については「食品リサイクル法」に定める業種別再生利用等の実施目

標（食品卸売業 ７０％）、発生抑制の目標値（業種別基準発生原単位 ４．７８ｋｇ／百万円 業界

自主管理目標）に向けて取り組む。 

 

 

３．目標達成のための主要な取り組み 

・事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生を極力抑制 

・コピー紙の両面印刷及び縮小印刷による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の複数活

用の推進 



－ 9 － 

・電子化による紙類の使用減を図る 

・分別収集による資源リサイクルの推進 

・過剰梱包材・配送資材の廃止依頼 

・流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

・「食品リサイクル法」のリサイクル率達成に向けて廃棄物管理の徹底 

①電子マニフェスト化による「見える化」促進 

②廃棄物処理ルートの見直し 

 

４．２０１５年度に実施した廃棄物対策の事例、効果 

・２００７年度に弊協会が作成した「改正食品リサイクル法への対応ガイドライン」及び「産業廃棄物の

処理について」の再改定版を策定し啓蒙・普及活動に取り組む 

・食品廃棄物の発生抑制の業界の自主管理目標として原単位を設定 

・食品廃棄物を循環リサイクルできるよう容器と廃棄物を出来るだけ分別した廃棄物・再資源化量等

の実績 

・需要予測システムを導入し、発注精度向上による滞留在庫の削減 

 

５．食品廃棄物等排出量、および再資源再生利用量等の実績 

（１）食品リサイクル法定期報告対象事業者の合計数値 
 

 2011 年度（9 社） 2013 年度（7 社） 2014 年度（8 社） 2015 年度（7 社） 

食品廃棄物排出量 3,512.0 t 2,515.5 t 2,576.0 t 2,964.4 t 

循環資源再生利用量 1,167.0 t 1,307.6 t 1,379.6 t 1,478.4 t 

再資源化率１ ※1 33.2％ 52.0％ 53.6％ 49.9％ 

再資源化率２ ※2 - - 72.2％ 64.8％ 

売上高合計（百万円） 5,831,223  6,960,920  7,649,459  7,865,895  

発生原単位（kg／百万円） 0.6023  0.3614  0.3368  0.3769  

【註釈】※1 再資源化率 1 は食品廃棄物排出量に占める循環資源再生量の割合を示す 

※2 再資源化率 2 は食品リサイクル法の定める再生利用実施率を指す 

 

６．２０１５年度のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量増減要因分析 

・食品リサイクル法の改正から食品廃棄物の排出量の定期報告制度ができ、業界の食品廃棄物排

出量が把握できるようになった。この定期報告事業者の数値を集計して業界の食品廃棄物排出量

としている。２０１５年度は年間食品残渣の発生量が１００ｔを超える事業者が前年より１社減少し、７

社となり、発生原単位も低位に留める。 
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加工食品卸売業の新「低炭素社会実行計画」 
〔一般社団法人日本加工食品卸協会会員における「地球温暖化対策」・「廃棄物対策」〕 

 

はじめに 

１９９９年３月に。社団法人日本加工食品卸協会会員における「地球温暖化対策」の取組み

のガイドラインとして、「加工食品卸売業の環境自主行動計画」が策定された。この中で、中間

流通業としての卸売業の日常の業務活動を通じて、ＣＯ２の排出抑制をより強く意識し、我が国

全体が目指す方向・水準に当業界も同じ数値目標を明示し、かつ自らチェックしていく姿勢に

対する理解を求めた。 

その後、環境関連法律の改定や地球温暖化の危機意識の高揚或いは廃棄物の再資源化

の強化など環境問題が著しく進化し、特に、個々企業に自己主張を求める動きが一層強まっ

た。したがってこうした環境問題の状況変化を踏まえ、また生産と消費を結ぶ中間流通業として

の社会的機能発揮が環境問題においても、その存在価値を高めるものと考えて、改めて協会

会員企業が個々の計画にあたってのガイドラインとなる「新環境自主行動計画」を２００８年７月

に策定した。 

この「新環境自主行動計画」は、２００６年度を基準年度として２０１１年度における目標を計

画したものであった。そのため２０１１年度終了後、速やかに２０１２年度から２０１７年度までの新

たな「環境自主行動計画」の策定が必要となりましたが、東日本大震災による原子力発電の見

直しから、国のエネルギー政策が大きく変わる可能性があり、環境数値にも大きな影響が出るた

め、暫定的措置として「暫定版  新環境自主行動計画」を策定した。 

その後、２０１２年１０月に内閣官房から依頼を受けた経済産業省より、「環境自主行動計画」

の後継に相当する、「低炭素社会実行計画」の様式が配布され、当協会に農林水産省食料産

業局食品産業環境対策室から「低炭素社会実行計画」の記載例を参考に本様式の策定、提

出を要請された。当協会としては行政からのご指導を踏まえて環境数値算定標準化協議会並

びに環境問題対応ワーキングチームで策定に向けての検討を重ね、２０１３年５月に「低炭素社

会実行計画」をまとめた。この計画は、我が国は２０１３年以降の京都議定書第２約束期間には

参加しないものの、京都議定書目標達成計画に基づく自主行動計画の後継であり、今後の産

業界における地球温暖化対策の柱として、２０１３年度以降の「地球温暖化対策の計画」に位置

づけされるものであった。 

そしてこのたびＣＯＰ２１「パリ協定」で合意された世界の平均気温上昇幅を産業革命前に比

べ２℃よりも十分低く抑える。１．５℃未満に押さえるための努力を追及すること。 

また日本の約束草案である、温室効果ガスを２０３０年度に２０１３年度比で▲２６．０％の水準

にすることを踏まえ、行政からの要請もあり当協会として新たに２０３０年度削減目標に向けた新

「低炭素社会実行計画」をとりまとめた。 
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Ⅰ．温暖化対策 

 

基本スタンス 

「地球の温暖化」について、加工食品業界における中間流通機能の担い手である我が業界､就中当

協会会員企業は、取引先との協力により、各企業活動に伴うエネルギー消費原単位を基準年度

2011 年度に対し、2030 年度においては事業所毎に 95%の水準にすることを目標とする。（特定荷主

の輸配送・特定事業者の事業場の両部門で） 

 

このため、次の対策を計画し実行する。 

＊原単位とは、エネルギー消費量削減目標を立てて管理する場合の基礎となる指標で、加工食品卸

売業では、輸配送部門では倉出売上高、事業場部門では使用面積当たりのエネルギー消費原単

位を基準指標としている。 

 

１．二酸化炭素の排出量の測定 

  ・二酸化炭素の（CO２）の排出量の測定方法 

   エネルギー消費量×平均発熱量×排出係数＝エネルギー使用による二酸化炭素（CO２）排出量 

  ＊排出係数については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行例に基づく 

 

２．エネルギー消費原単位の削減 

  エネルギー消費原単位を、毎年基準年度比平均 0.25％づつ削減を目安に、結果として 2030 年度

には 2011年度比５％減を目標とする 

 

 ◇削減対象エネルギーとは 

  ①電力 ②ガス ③ガソリン･灯油・軽油・重油 

この為各事業所は、エネルギー消費量の削減に繋がるスローガン及び行動マニュアルを作成し、

削減活動を実行する。 

 

 ◇二酸化炭素排出量の削減対策 

・オフィス活動では 

①省エネ設備の導入 

   ②OA機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

   ③ガラスへの遮光フィルム貼付 

   ④空調の効率運転、設定温度の調整 

   ⑤不在場所の消灯やエレベーターの使用制限 

   ⑥営業車両の低公害車導入や効率利用 

・物流活動では 

   ①多頻度小量物流システムの効率化 

   ②商品管理システムの見直し 

   ③輸送トラックの大型化や積載効率向上による物流効率の改善 

   ④共同化による車両数と延べ走行距離数の削減 



－ 12 － 

   ⑤流通経路の短縮や物流資材の使用量の削減 

   ⑥調達物流の合理化、配達物流の共同配送化 

   ⑦低燃費車、ハイブリッド自動車等の導入 

   ⑧アイドリングストップ、急発進抑制等による低燃費運転の励行 

 

Ⅱ．廃棄物対策 

事業所毎に発生する廃棄物の発生を抑制して、減量化し、いっそうの再資源化を進めて、排出物

の削減に努める。特に、食品廃棄物については、｢食品リサイクル法｣に定める業種別再生利用等の

実施率目標（食品卸売業：70％）、発生抑制の業界自主目標値（業種別基準発生原単位：

4.78kg/100 万円）に向けて取り組む 

 

◇具体的削減対策 

・オフイス活動では 

①事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生の極力抑制 

②コピー用紙の両面印刷及び縮小使用による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の

複数回活用の推進 

③電子化による紙類の使用減を図る 

④分別収集（容器、紙等）による資源リサイクルの推進 

・物流活動では 

  【川上（仕入先）への対策】 

①過剰梱包材/配送資材の廃止依頼 

②環境に配慮した梱包材/配送材の採用依頼（例：樹脂製パレット、荷崩れ防止用バンド等） 

  【社内での対策】 

①資源物の分別徹底（段ボール、廃プラスチック類、廃棄金属等） 

②資源物リサイクル業者の開拓と資源リサイクル推進 

③環境に配慮した梱包材/配送資材の採用（例：通い箱、樹脂製パレット。荷崩れ防止用バンド等） 

④流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

⑤食品残渣の再生利用 

【川下（得意先）への対策】 

①環境に配慮した梱包材/配送資材の採用提案（例：通い箱、樹脂製パレット、荷崩れ防止用バ

ンド等） 

②返品削減 

 

Ⅲ．推進体制の明確化 

低炭素社会実行計画に掲げる目標達成のため、各企業内に「環境問題対策」を担当する部署を

設け、また分掌を明示して、計画の策定と進捗管理を行う。 

全従業員に対する「環境問題」の教育を行い、エネルギー消費量の削減と廃棄物対策の｢環境問

題｣について意識の高揚を図る。 

 

 以上  
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平成２８年度情報システム研修会開催 

データ利活用がもたらす流通の未来を共有化 

－ １０月２８日 － 

１０月２８日（金）東京日暮里のホテルラングウッドに於いて会員卸、賛助

会員等の情報システム担当者を対象とした「平成２８年度情報システム研

修会」を全国卸売酒販中央会との共催で開催した。当日は４０社９８名が

参加した。日食協情報システム研究会副座長の福岡  隆氏（伊藤忠食品

（株））の司会進行で始まり、最初に情報システム研究会座長の高波圭介

氏（国分フードクリエイト（株））が開会の挨拶を行い、「日食協として流通Ｂ

ＭＳの普及状況を確認しているが、着実に裾野がひろがってきていることを

感じている。また昨年この研修会で異業種卸団体や小売団体と協働してＩ

ＮＳネット提供終了に伴うＪＣＡ手順の取り扱いと流通ＢＭＳの普及推進につ

いて共同宣言をする意向をお話したが諸事情によりまだ実現されていない。お詫び申し上げる。

日食協独自では公表していることではあるが。本日の研修会が業界の情報革新の一助になれ

ばと思っております」と述べた。続いて奥山専務理事が、日食協事業活動報告として、９月に行

われた日本卸売学会にパネラーとして参加した内容を報告し、食品卸売業が、抱えているマー

ケティング上の課題・戦略の方向性について述べた。卸が主体となってデータマネジメントプラッ

トフォーム構築し、情報利活用体制を創造して新情報武装型卸売業として進化する事を提言。

そのためにはデータサイエンスに対する人材育成が急務と結んだ。続いて行われた個別セミナ

ーでは、品質系商品情報の標準化に取り組む商品情報授受標準化会議（ＰＩＴＳ）の御供講之

氏（国分グループ本社）ら５人が講師として登壇。特に今回は経済産業省「流通・物流分野に

おける情報利活用に関する研究会」の委員を務めた白鳥和生氏（日本経済新聞社編集局調

査部次長）が講演し、今年５月に公表された研究報告の内容とそれを踏まえた卸売業の情報利

活用の方向性を詳しく語った。講演終了後、会場を移して懇親会を行い、開宴の挨拶と乾杯の

発声を全国卸売酒販中央会専務理事の江國清志氏が行い、中締めを国分グループ本社

（株）の板東直人氏が行って閉会した。 

 

 

開会の挨拶をする 
情報システム研究会座長 

高波圭介氏 

情報システム研修会 会場 情報システム研修会 懇親会 会場 
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平成２８年度情報システム研修会 講師 ・演題 

 

 

「流通システム標準普及推進協議会」の活動について 

 

一般財団法人  流通システム開発センター  

研究開発部  主任研究員   坂本  真人  氏 

 

 

 

｢商品情報授受標準化に向けた取り組み｣ 

  

国分グループ本社株式会社  低温フレッシュ・フードサ-ビス統括部  

        事業開発課長  兼  フレッシュ課長   御供  講之  氏  

 

 

 

 

「製・配・販連携協議会」の活動状況について  

 

公益財団法人  流通経済研究所  専務理事   加藤  弘貴  氏  

 

 

 

 

 

「卸業界における情報の利活用の方向性」  

 ～経済産業省研究会の調査報告書を踏まえて～  

   

 株式会社 日本経済新聞社 編集局 調査部 次長 白鳥 和生 氏 

 

 

 

「 Iot 活用による顧客エンゲージメント革新」  

 ～食品流通における顧客との絆を深めるデジタル戦略～  

  

日本アイ・ビー・エム株式会社 コマース事業部 

アソシエイト・パートナー  久保田 和孝 氏 
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第９回 全国事務局会議開催 

        － １１月１１日 － 

 １１月１１日（金）午後１２時より、日暮里のホテルラングウッドにて第９回全国事務局会議を

開催した。最初に初参加の方もあり各自自己紹介と各支部の近況について報告しあった。つい

で奥山専務理事から１１月９日に行われた理事会の内容について説明があり情報を共有化し

た。最後に本部に対する要望及び決算、予算の日程について確認し、終了後は例年のように

当日同会場で開催される関東支部経営実務研修会に合流していただき研修をしていただい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 政策委員会開催 

－ １１月２２日 － 

１１月２２日（火）午前１０時４５分より日本橋三越本店特別食堂会議室に於いて本年度第２

回目の政策委員会を開催した。主要議題は、１１月９日に行われた理事会の議案内容の共有

化と午後から開催される賛助会員幹事店会の運営についての確認であった。また食品取引改

善協議会と消費税転嫁・表示カルテル推進協議会に関して問題発生事案がないことについて

も確認した。最後に今後の日程等について確認し閉会した。 

 

 

全国事務局会議 会場 
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第２３回 賛助会員幹事店会開催 

      － １１月２２日 － 

第２３回賛助会員幹事店会を１１月２２日（火）午前１１時４５分より日

本橋三越本店特別食堂会議室にて開催した。当日は昼食後奥山専

務理事の司会進行で始まり、冒頭弊協会政策委員長の杉山吉彦氏

（三菱食品（株））が挨拶し「この賛助会員幹事店会を明るい会議にし

て、皆さんに卸売活動に忌憚のない意見を頂戴したい」と述べた。つ

いで賛助会員を代表して竹内秀樹氏（味の素（株））からご挨拶をいた

だき、議案に入った。最初に奥山専務理事から１１月９日に行われた

日食協の理事会の内容を報告、ついで意見交換テーマに入り、出席

の賛助会員全員から①「製・配・販連携協議会が取り組む活動内容に

ついて」（・返品削減の進め方について・配送効率化の推進について）

②「流通変革に対応して期待される卸売業」とはの３点について意見

が述べられ、意見交換を行った。最後に来年の会議日程（平成２９年５月１６日（火））について

確認し閉会した。  

 

賛助会員幹事店会で 
挨拶をする 

三菱食品（株） 杉山吉彦氏 

賛助会員幹事店会で 
挨拶をする 

味の素（株） 竹内秀樹氏 
賛助会員幹事店会 会場 
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ＮＴＴ東日本／西日本の「ＩＮＳネット」提供終了（予定）に伴う 

今後のＪＣＡ手順の取扱いと流通ＢＭＳの普及推進について 
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